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序　　　　　文

日本国政府は、フィリピン共和国政府の要請に基づき、同国のマニラ首都圏地震防災対策計画

に係る調査を実施することを決定し、国際協力事業団がこの調査を実施することといたしました。

当事業団は、本格調査に先立ち、本件調査を円滑かつ効果的に進めるため、平成 14 年 3 月 31 日

より 4 月 19 日までの 20 日間にわたり、当事業団社会開発調査部社会開発調査第二課長  木邨洗一

を団長とする事前調査団（I/A 協議）を現地に派遣しました。

調査団は本件の背景を確認するとともに、フィリピン共和国政府の意向を聴取し、かつ現地調

査の結果を踏まえ、本格調査に関する I/A に署名しました。

本報告書は、今回の調査を取りまとめるとともに、引き続き実施を予定している本格調査に資

するためのものです。

終わりに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。

平成 14 年 6 月

国 際 協力事業団　　

理事　泉　堅二郎　
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第 1 章　事前調査の概要

1 － 1　要請背景

12 の市及び 5 つの町から成るマニラ首都圏（636km2）は近年急速に発展しており、フィリピン

において最も人口密度の高い地域である（人口 993 万人、人口密度 1 万 5,610 人／ km2、2000 年国

勢調査）。フィリピンの社会・経済・政治にかかる活動のほとんどが集中する首都圏は、急増する

人口のほか、不安定地に数多くの建物が建設されていることなどから、地震の際に災害が起こり

やすい状態である。災害が起きた場合、住民や、経済、そして社会に対する被害の規模は極めて

大きく、違法居住者などが住むスラム街における被害は特に深刻になると考えられている。また、

災害の影響は当地域だけにとどまらず、国家レベルで拡大・長期化する可能性が高い。

また、マニラ首都圏は、西はマニラ・トレンチ、北東と東はカシグラン及びフィリピン断層、そ

して南西はルバング断層に囲まれており、また活動が最近確認されたマリキナ断層は、首都圏の

東部を横断している。上記地質構造上の理由から、マニラ首都圏は地震災害の影響を非常に受け

やすい。現在、マニラ首都圏はフィリピンで最も地震発生危険率が高いと予測され、当地域の地

震周期から考慮した場合、極めて近い将来にマグニチュード 7 を超える地震が起きる可能性が非

常に高い。

しかしながら、フィリピン関係者間に上記地震対策への緊急性・重大性の共通理解がなく、防

災体制も未整備のままである。1992 年にUNCHS（United Nations Center for Settlements ：国連

人間居住センター）の援助によってマニラ地震災害（内容は主に災害予測）に関する報告書がまと

められたが、この成果を基にした防災対策の策定には至っていない。

かかる背景から我が国政府が 1998 年に地震防災を目的としたプロジェクト形成調査を行い、こ

れを受けてフィリピン政府は、上記の状況及び地震対策の重要性を認識し、2000 年 9 月に我が国

に対し、マニラ首都圏地震防災マスタープラン策定に係る協力を要請した。

1 － 2　事前調査の目的

本件調査に係る要請背景、要請内容、関連計画との整合性、先方政府の意向・受入体制を確認

するとともに、現地踏査、資料収集などを行い、我が国の協力方針・方法の検討を踏まえ、本格

調査のための I/A 協議及び署名を目的として事前調査を行った。
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1 － 3　事前調査団の構成

氏　名
官団員 派遣期間所　　　　　属担　　　当

1

2

3

4

5

木邨　洗一

田村　昌仁

西野　　仁

渡辺　正幸

鈴木　　央

総括

耐震性診断

都市防災

防災計画

調査企画／事前評価

4月3日
～4月13日

4月3日
～4月13日

4月3日
～4月13日

4月3日
～4月13日

4月3日
～4月13日

JICA社会開発調査部
社会開発調査第二課長

独立行政法人　建築研究所
国際地震工学センター　上席研究員

国土交通省　国土技術政策総合研究所
総合技術政策研究センター　
建設マネジメント技術研究室 主任研究官

JICA国際協力総合研修所
国際協力専門員

JICA社会開発調査部
社会開発調査第二課　職員

役務団員 担　　　当 派遣期間所　　　　　属

6

7

8

伊藤　真澄

中村　　哲

柴田　健一

耐震設計／地盤

防災対策／社会配慮

GIS／ハザードマップ

3月31日
～4月19日

3月31日
～4月19日

3月31日
～4月19日

電源開発株式会社　エンジニアリングセ
ンター　建築施設事業グループ　副部長

株式会社地球システム科学　技師長

国際航業株式会社海外事業部　
地理調査・情報部　
リモートセンシング＆GIS担当
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1 － 4　調査日程

MMDA: Metropolitan Manila Development Authority
PHIVOLCS: Philippine Institute of Volcanology and Seismology
NEDA: National Economic and Development Authority
DOST: Department of Science and Technology
NSO: National Statistics Office
DPWH: Department of Public Works and Highways
CNDR: Corporate Network for Disaster Response
PNRC-DMS: Philippine National Red Cross
NAMRIA: National Mapping and Resource Information Authority

月　日 日　程 役　務　団　体

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

3/31（日）

4/  1（月）

4/  2（火）

4/  3（水）

4/  4（木）
4/  5（金）

4/  6（土）

4/  7（日）

4/  8（月）

4/  9（火）

4/10（水）

4/11（木）

4/12（金）

4/13（土）
4/14（日）

4/15（月）

4/16（火）

4/17（水）
4/18（木）

4/19（金）

成田発 9:45  マニラ着 13:25（JL741）

表敬（JICA事務所）

表敬（日本国大使館、MMDA、PHIVOLCS）
表敬（NEDA、DOST）
現地踏査（マニラ市北部、イントラムロス、沿岸部埋立地）
現地視察（ヘリコプターによるマニラ首都圏全域の視察）
現地踏査（ナボタス、イントラムロス、マラカニアン宮殿周辺、パンダカン）
現地踏査（ケソン中心部、ケソン市パヤタス、ケソン市北部、マリキナ市）

団内打合せ

I/A協議

I/A協議
現地踏査（建物工事現場視察）
現地踏査（建物調査：マカティ市及びパテロス市）
I/A、M/M署名・交換
報告（大使館、JICA事務所）

成田発 9:45　マニラ着 13:25（JL741）
打合せ（MMDA）

表敬（JICA事務所、MMDA、PHIVOLCS）
現地踏査（MRT、LRT）

現地踏査（インフラ・建物調査、バラン
ガイ視察）
現地踏査（マリキナ断層及び周辺地形・
居住状況視察）
表敬：官団員に同行（JICA事務所）

マニラ発 14:30 成田着 19:45（JL742） 資料整理

現地視察
打合せ（MMDA、PHIVOLCS）
資料収集（電気学会、土木学会）

打合せ（MMDA、NSO）
資料収集（ローカルコンサルタント）
打合せ（DPWH、CNDR、PNRC-DMS）
資料収集（バランガイキャプテンイン
タヴュー）
打合せ (NAMRIA、PHIVOLCS、MMDA)
報告（JICA事務所）
資料整理
マニラ発 14:30　成田着 19:45（JL742）
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第 2 章　I/A 協議

2 － 1　協議内容

事前調査団は携行した I/A 案に基づき、4 月 9 日及び 10 日に MMDA（Metropoli tan Manila

Development Authority：マニラ首都圏開発庁）及び PHIVOLCS（Philippine Institute of Volca-

nology and Seismology：フィリピン火山地震研究所）と協議を行い、調査内容に関し合意に至っ

たため、4 月 12 日にMMDA のChairman Abalos 氏、PHIVOLCS のDirector Punongbayan 氏と

事前調査団木邨団長の間で I/A 及びM/M（Minutes of Meeting：協議議事録）に署名がなされた。

なお、次の点が I/A 協議の際に、主な論点となった。

（1）地形図の縮尺について

当開発調査で作成するマニラ首都圏の地形図の縮尺が協議において議論された。本地形図

はGIS（Geographic Information System：地理情報システム）の基図として、地震防災対策

計画策定に活用される予定であるが、将来的にはマニラ首都圏の都市計画にも利用されるこ

とが期待されている。そのため、フィリピン側の地図縮尺の要望は地震防災計画には十分と

されている1/10,000 ではなく、都市計画に必要とされる1/5,000 であった。本地図を基図とす

るGIS が将来にわたりマニラ首都圏の都市計画に活用されるならば、1/5,000 の縮尺で地形図

を作成することが望ましいと判断されるところ、フィリピン側の GIS メンテナンス能力、及

びその活用計画等が地形図縮尺を決定する重要な基準となると考えられる。そのため、GIS メ

ンテナンス能力及び将来の活用計画に係る詳細報告を受けたうえで、JICA 予算及び関係省庁

の意見等を踏まえ、本邦にて決定することで先方機関より合意を得た。

（2）ステアリングコミッティーについて

当調査で策定する地震防災対策計画の実働性を高めるためには、政府高官のコミットメン

トが重要であるという事前調査団の見解について、フィリピン側関係者の理解を得た。その

結果、フィリピン側がステアリングコミッティーのメンバーとして予定していた関係機関の

ほかに、大統領府を加えることで合意した。

（3）コミュニティレベルの防災対策について

地震被害を軽減するためには、コミュニティレベルの防災対策が重要であり、一般市民を

対象に地震防災に関する「啓蒙・教育・訓練」を実施する必要がある。そのため、当調査では

人類学・社会学的観点も加えて、マニュアル作成、セミナー、ワークショップ開催等を行い、
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これらを通じてコミュニティレベルの防災対策を行うこととした。

（4）地震予警報システムについて

地震予警報について、調査項目に含めてほしい旨 PHIVOLCS より強い要請があった。地震

予知の方法は、将来的には地震防災の強力なツールになることが予測されるものの、現時点

でまだ確立された予知方法ではないため、本格調査で本件を扱うか否かについては、別途精

査したうえで検討することとした。

2 － 2　主要面談者リスト

［フィリピン側出席者］

マニラ首都圏開発庁（Metropolitan Manila Development Authority）

Hon. Benjamin S. Abalos, Sr.

Mr. Rogelio U. Uranza

Mr. Ramon J. Santiago

Ms. Emmie C. Arriesgado

Mr. Mario F. Malacad

Ms. Vissia Marie P. Aldon

Mr. Amante P. Salvador

Ms. Ana Apolonio

Mr. Willy Chavez

田中　祥夫（JICA 専門家）

フィリピン火山地震学研究所（Philippine Institute of Volcanology and Seismology）

Dr. Raymundo S. Punongbayan

Dr. Bartolome C. Bautista

Dr. Ma. Leonia P. Bautista
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第 3 章　調査対象地域の概要

3 － 1　自然状況

（1）地理・気象

フィリピンは、国土面積 30 万 km2 で約 7,100 の島嶼から構成されているが、ルソン島とミ

ンダナオ島が主要な島であり、この 2 つで全国土の 65％を占めている。国土はその多くが山

地であり、最高標高はアポ山の 2,954m となっている。低地は総計 3 万 6,000km という世界一

の長さを誇る海岸線沿いに存在している。

このうち、フィリピンの政治・経済・文化の中心であるマニラ首都圏は東西約 25km、南北

約 40km、面積636km2 であるが、標高15 ～ 30m の中央台地（Central Plateau）をはさんで西

側はマニラ湾に面した低地（Coastal  Lowland）、東側から南東部にかけてはマリキナ低地

（Marikina Flood Plain）及びバイ湖に面した低地となっている。なお、マリキナ低地の更に

東側は後述のマリキナ断層をはさんで山地（Sierra Madre Mountain Range）が形成されてい

る（図 3 － 1  p.7 参照）。

フィリピンの気候は、熱帯気候に属し、雨期と乾期をもっているが、地勢・季節風及び台風

の進路の影響を受けて、地域的に大きく変化する。フィリピンの気候は、一般に次のような

4 タイプの気候区に分けられている（図 3 － 2  p.8 参照）。

タイプⅠ：雨期と乾期の区別が明瞭で、乾期は11 月から4 月までで、それ以外が雨期である。

タイプⅡ：乾期がなく、11 月から 1 月にかけて非常に雨が多い。

タイプⅢ：季節に明瞭な区別がなく、概して 11 月から 4 月までが少雨傾向にある。

タイプⅣ：降雨が 1 年を通してあまり変化しない。

太平洋のカロリン・マリアナ諸島付近で発生する台風のほとんどが、西ないし北西に進路

を取り、フィリピンに向かうため、一般的にフィリピンの年間雨量の半分は台風によっても

たらされる。特に、フィリピンの東部、レイテからバタネス諸島にかけて、台風の影響を最

も強く受けている。

マニラ首都圏については、気候区としてはタイプ I に属するが、台風の襲来回数は 3 年間に

5 回ないしは 2 年間に 3 回程度といわれている。
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（2） 地殻・地質構造

フィリピン列島周囲には図 3 － 3（p.10）に示すように、フィリピン海プレートとユーラシ

ア・プレートの衝突による多くの沈み込み帯が存在しており、東側ではフィリピンプレート

が列島下に沈み込み、西側ではユーラシアプレートが列島に向かって沈み込むという複雑な

動きをしている。フィリピンにおける地震はこの地殻構造的なプレートの沈み込みに関係す

るものと、地殻内の地震に分けられる。

図 3 － 4（p.11）に示すようにプレート境界に発生する地震は、沈み込み面に沿った分布で

発生しており、西側のマニラ海溝に発生する地震は沈み込みが始まる部分では浅い地震であ

るのに対し、列島内部では深さ 200km に達している。一方、東側の東ルソン海溝沿いのもの

は深さ 70km に達している。また、内陸の地震の震源深さは極めて浅く地殻内の地震と考えら

れる。

フィリピンには約 220 の火山があり、活動中のものと噴火に関する記録が残っている 22 の

火山を活火山と特定している。フィリピンの火山は、細長い帯状に分布し、それぞれの分布

帯は近くの海溝に並走している。

前項で述べたように、マニラ首都圏の地形は中央台地をはさんで、西部には海岸低地、東

部にはマリキナ低地が存在するが、その地質は大きく以下のように分類される（図 3 － 1  p.7

参照）。

1）中央台地は厚い更新世の広く分布した Guadalupe  層から成り、下部 Alat 礫層と上部

Diliman 凝灰岩層に分けられる。下部 Alat 礫層は礫岩、シルト質泥岩、凝灰質砂岩から成

り、更新世初期から中期に形成されたものと考えられる。上部 Diliman 凝灰岩層は凝灰質

砕屑岩及び溶結凝灰岩（アドべ）から構成されている。

2）西側を中央台地に、東側を Southern Sierra Madre Range にはさまれたマリキナ低地は、

北部で海抜 15m、バイ湖付近で 0m の氾濫源である。マリキナ川の堆積作用及びバイ湖での

デルタ形成による軟質で圧密度の低い砂あるいはシルト、粘土の厚い堆積層となっている。

3）マニラ湾沿岸の海岸低地は海抜 4m 以下であり、パシグ川デルタ堆積物とサンゴその他の

海岸堆積物が混じった地層となっているが、詳細な土質分布は不明である。

東西の低地における堆積層の厚さは 20m からところによっては 100m にも及んでおり、特

にマニラ湾沿岸部、パシグ川デルタ、パシグ川とマリキナ川の合流点、バイ湖の北西部湖岸

で厚くなっているといわれている（図 3 － 5  p.12 参照）。
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3 － 2　社会状況

フィリピンの首都であるマニラはマニラ湾に注ぐパシグ川河口とその周囲の台地に広がる町で

あり、周辺のケソン、カロオカン、パサイ、マカティ、ムンティンルパなどの 12 の市と、マラボ

ン、ナボタス、パテロス、タギグなどの 5 つの町を合わせてNCR（National Capital Region：マ

ニラ首都圏）を構成している。マニラ首都圏の面積は 636km2 を数え、これはフィリピン全土の約

0.21% にあたる。マニラ首都圏の人口は、フィリピン総人口の 14% を占める 993 万人で、そのう

ちケソン市が 220 万人、次いでマニラ市 158 万人、カロオカン市が 117 万人である。これ以外の

市町の人口は 50 万人以下であり、最も人口の少ないパテロス町は 5 万 7,000 人にすぎない（2000

年国勢調査）。

一国の首都としてのマニラの起源は 1571 年にスペインが植民地としマニラ市を設置したことに

始まる。その後、ガレオン貿易の基地として発展し、1600 年前後には城壁都市「イントラムロス」

としての体裁が整った。ここで石造建築物に用いられた石材（火山性凝灰岩）は現地では「アドベ」

と呼ばれ、パシグ川をさかのぼったマカティ、ガダルーペ（MMDA 近傍）で産出するものである。

こうした水上交易都市としての性格上、町の発展はパシグ河川沿いに限られ、マニラにおける古

くからの町はすべて沖積平野上に位置している。このことは、古くからの町が軟弱地盤上に位置

し、マニラが地震に脆弱な一因ともなっている。また、このイントラムロスの石造構造物は度重

なる地震で被害を経験するなかで、17 世紀にはバハイ・ナ・バト（bahay na bato）と呼ばれる石

材と木材を組み合わせた建築工法（1 階は石造、2 階は木造、厨房の外に石造のテラス）が開発さ

れている。さらに 19 世紀になるとアンティル様式と呼ばれる、より軽量化を図った構造が開発さ

れ、この様式は今もイントラムロスの中で見ることができる。

アジアの都市研究のなかで「首座都市」と「過剰都市化」という概念が提示されている。「首座都

市」とは、巨大都市が地方都市をその規模、機能ともに大きく引き離し、一極集中型の大都市圏を

構成するに至った状況を示したものであり、「過剰都市」は地方から流出した人口流出が、大都市

のフォーマルセクターによって包摂される人口を上回り、定職につけない人々がインフォーマル

セクターに向かわざるを得ない現象を明らかにしたものである。マニラはこの「首座都市」「過剰

都市化」の典型とされており、非常に多くの研究がなされている（大阪市立大学監修『アジアの大

都市（4） マニラ』日本評論社：参照）。

マニラ首都圏の各市町の概要を表 3 － 1（p.15）に示した。これより分かるように、首都圏の各

市町は、その規模の点で大きく異なり、面積・人口ともに一番大きな市と一番小さな市の間には

約 15 倍の開きがある。

マニラ首都圏における人口動態を、表 3 － 2、図 3 － 6（p.15、p.16）に示した。マニラにおける

市町村別の人口成長の動態は、およそ次の 3 つのタイプに類型化できる。すなわち、① 1960 年代

までにほぼ飽和状態に達し、その後はゼロ成長であった市町、② 1960 年代から 1980 年までの期
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間で成長が著しく、その後成長にブレーキがかかった市町、③ 1980 年代以降、やや減少傾向が見

られるものの、一貫して高い成長率で人口が増加してきた市町である。第 1 の類型にはマニラ市

が該当し、1980 年には既に人口密度が4 万人 /km2 に達し、1980 ～ 1995 年の人口成長率はほぼゼ

ロである。2 番目のタイプは主として首都圏南部の比較的所得水準の高い市町であり、マカティ市、

マンダルヨン市、パサイ市、パシグ市、サンファン町がこれにあたる。第 3 の類型は、カロオカ

ン市、マラボン町、ナボタス町、バレンスエラ市といった首都圏北部の市町があげられる。これ

らの市町では都市インフラの観点から人口密度が許容限度を超えていると考えられるところも多

く、ナボタス町では実に 8 万 8,000 人 /km2 という人口密度となっている。

「マニラの貧困・スラム」については既に数多くの研究がなされているが、1985 年当時 27.2% で

あった貧困層比率は、1994 年に 10% 台に下落したといわれている。図 3 － 7（p.16）に示すよう

に、貧困地区は首都圏北西部に集中しており、マラボン町（34,777 ペソ）、カロオカン市（32,246

ペソ）、ナボタス町（37,044 ペソ）、バレンスエラ市（37,828 ペソ）、マニラ市（35,754 ペソ）など

がこれにあたる。これらは上述の人口密度の高い市町と一致しており、地方からマニラ首都圏へ

の人口移動は、貧困地方から首都圏の貧困集中地区への流れによって特徴づけられるといわれて

いる。

農村部からマニラ首都圏に流入してきた貧困者の大部分はスクオッター（不法占拠者）として居

住し、首都圏におけるその割合は 1973 年の 14.9% から 1990 年の 30.6% へ拡大している。彼らの

家屋は通常、廃材で作られた小さなあばら家で、たとえ台所やトイレがあっても給排水設備はな

く、汚水・雑排水は未舗装の通路にたれ流しの状態にある。スクオッターの居住者は、マニラ首

都圏では 43 万 2,450 世帯（1995 年）を数え、そのうち 23% は公有地、22% は私有地、15% は河

川・線路敷などの危険地帯、40% は公共工事予定地を占有している。これに対して中央政府、地

方政府は再定住事業として郊外への移住、さらに移住先での工場立地プログラム等を進めている

が、マニラへ通勤したり、元の場所に舞い戻るケースも多いといわれている。

さらにマニラ首都圏では高地価による住宅の狭小化も問題となっている。1990 年における総住

宅戸数に占める床面積 29m2 以下の割合は49.6％にのぼり、その平均居住者数は 5 人である。また、

デベロッパーが造成する住宅地の開発基準の緩和規定により、最小面積は経済住宅で 22m2 以上、

社会住宅で 18m2 以上、オープンスペース・公園などは開発面積の 3.5 ～ 9.0% とされている。
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3 － 3　地震災害

3 － 1 項で記したように、フィリピンはプレートの狭間に位置しているため、地震の多発地帯で

ある。現在まで、4 世紀にわたる主要な地震の震源をプロットしたものが図 3 － 8（p.19）である。

なお、フィリピンでは震度階として、以前は 10 階級から成る Rossi-Forel による震度階を 9 段階

とした Adapted Rossi-Forel 震度階が用いられていた。参考のため Rossi-Forel 並びに Adapted

Rossi-Forel の各震度階の説明と参考としてRossi-Forel 震度階と修正メルカリ震度階の比較を表

3 － 3 及び表 3 － 4（p.18）に示す。これによるとAdapted Rossi-Forel 震度階によった場合、震度

階VI から被害が発生しはじめると考えられる。なお、最近はPHIVOLCS による 10 階級から成る

震度階（PEIS: PHIVOLCS Earthquake Intensity Scale）が用いられるようになってきているとの

ことである。

図 3 － 8 によれば、主な過去の地震の震源はルソン島とミンダナオ島に集中しており、記録年

数と発生個数を比較すると、約 8 年に 1 回はこうしたクラスの地震が発生していることになる。近

年で大きな被害を出したのは、次の 2 つの地震である。

（1）モロ湾地震（1976 年 8 月 17 日）

この地震（マグニチュード 7.9）に伴って 6m の波高の津波が発生し、南部ミンダナオの海

岸地帯に襲来した。最高速度720km/hr の津波は、500m 内陸まで達した。この結果、死者3,564

人、行方不明 1,502 人、負傷者 8,256 人に及び、650 の建物及び 1,076 の家屋が全壊した。

（2）ルソン地震（1990 年 7 月 16 日）

ルソン島ヌエバ・エシハ州サン・ホセ市付近を震源としたマグニチュード 7.7 の地震が発生

し、ルソン島中部のみならずルソン島全域に少なからぬ被害をもたらした。被害は、死者1,283

人、負傷者 2,786 人、家屋全壊 2 万 5,207 棟、家屋半壊 7 万 7,249 棟に及んだ。

表３－３　Rossi-Forel 震度階並びに修正メルカリ震度階との比較
（http://www.ngdc.noaa.gov/seg/hazard/intintro.shtml による）
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USGS（United States Geological Survey：合衆国地質調査所）によるトレンチ調査での有機物中

14C の年代測定によれば、この断層は過去 1300 ～ 1700 年間に少なくとも4 回の大地震を発生させ

たことが分かっており、再来周期は 200 ～ 400 年と考えられている。この断層が動いた場合には、

断層の長さからマグニチュード 7.0 程度の地震を発生させる危険性が高いといわれているため、大

地震の発生に対して、PHIVOLCS では我が国の大学並びに研究機関と共同して、既存の資料に基

づく、震度分布、液状化危険度等についてハザードマップを作成している。

フィリピン断層帯については、マニラに被害を与えた地震の約 1/3 がこの断層帯を震源とした

といわれている。ただし、断層の一部、マニラの東方 50km の部分は過去 400 年間地震を発生さ

せたことがない空白域となっており、マグニチュード 7.5 程度の大規模な地震を将来発生させる可

能性をもっている。

ルバング断層はマニラ首都圏の南西約 80km に存在する断層であり、過去に大きな地震を発生

させているが、周期的に地震を発生させ、ひずみを解放しているのが特徴である。

カシグラン断層はマニラからは北東に 200km 離れているが、マニラに被害を与えた地震の 30％

がここを震源としている。1968 年 8 月 2 日の地震ではマニラで 6 階建のアパートが倒壊し、268 人

の死者を出しているほか、各種の被害、液状化を発生させている。

マニラ海溝を震源とすると考えられる地震は 1677 年の地震であり、津波が報告されている。

1863 年の地震でも津波が報告されているが、被害の多くは地動によるものである。
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DCC は、国家レベルからバランガイ・レベルまで設置されることになっており、各レベルのDCC

の組織構成と役割が決められている。

地震対応への国家組織

1．PHIVOLCS（Philippine Institute of Volconology and Seismology）：地震についての技術的

情報

2．DPWH（Department of Public Works and Highways）：復旧及び復興

3．DOTC（Department of Transportation and Communications）：交通及び通信

4．DSWD（Department of Social Welfare and Development）：食料、避難及び心理社会的援助

5．DOA（Department of Agriculture）：農業被害の補助

6．DECS（Department of Education, Culture and Sports）：避難所としての学校活用、授業予定

7．DOF（Department of Finance）：資金援助

8．DOLE（Department of labor and Employment）：地震被災者に対する特別な就労

9．DTI（Department of Trade and Industry）：主として回復努力を必要とする被災者への仕事

を得るための技術訓練

10．DENR（Department of Environment and Natural Resources）：環境負荷のモニタリング

及び適切な勧告

11．DOST（Department Science and Technology）：PHIVOLCS がこの部門のメンバー機関

12．DILG（Department of Interior and Local Government）：フィリピン国家警察（PNP）と地

方政府はこの部門に属する。PNP は地震災害時に平和と秩序を維持する。

13．DBM（Department of Budget Management）：適切な予算が震災被害区域の救援と復興に

対し、被災者に適切に配分され救済されることを保証する。

14．DOJ（Department of Justice）：地震により生じる合理的な階級の定住化

15．DOH（Department of Health）：健康に関する災害、流行病及び突発的な病気に対する防御

と管理を保証する。

16．PIA（Philippine Information Agency）：適切かつ確実な告知と情報が適切な方法により普

及されることを保証する。

17．PNRC（Philippine National Red Cross）：特に被災者を救助するために献血を DSWD とと

もに準備する。

18．AFP（Armed Forces of the Philippine）：救助、救出、復興を援助し、平和と秩序を維持す

る。

19．OCD（Office of Civil Defense）：全グループの執行官として活動する。
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4 － 2　マニラ首都圏開発庁（MMDA）の取り組み

MMDA は、1995 年 3 月に施行されたRA7924 により設立され、マニラ首都圏に関して、①開発

計画、②輸送・交通管理、③固形廃棄物処理、④洪水防御及び都市排水運営、⑤再開発、用途規

制及び住宅、⑥市街地の保全と公害制御、⑦公共秩序及び安全の権限を委託されている。

特に、⑦の公共秩序及び安全に関して、「大火災、地震、洪水や津波のような大惨事及び災害時

での予防的、救助活動の準備；災害時に利用可能な資源の調整と動員、復興、救助活動に備えた

付随的活動の実施」がうたわれている。これに従い、MMDA では緊急対応組織（Emergency Re-

sponse System）を設立して災害に備えることとなっている。

マニラ首都圏にはマニラ首都圏災害対策調整委員会（MMDCC）が設置されており、MMDA の

長官がMMDCC の委員長を努める。MMDCC はマニラ首都圏災害対策センターを設立し、ここか

らマニラ首都圏内の CDCC（City Disaster Coordinating Council：市災害対策調整委員会）と

MDCC（Municipal Disaster Coordinating Council：郡災害対策調整委員会）で実施される災害対

策活動の調整を行う。このメンバーには、メトロ・マニラの 17 市及び町の長、National Capital

Region、PNP（Philippine National Police：フィリピン国家警察）、PNRC（Philippine National

Red Cross：フィリピン赤十字社）及び認定されたNGO のメンバーにより構成される。MMDCC に

は、さらに民間のライフライン関係の会社及びボーイスカウトも代表に含まれる。1995 年には、こ

の防災計画はその他の災害にも適用されるようになった。

1992 年作成されたメトロ・マニラDCC 計画は、メトロ・マニラ防災計画と呼ばれる。これは

PHIVOLCS が、首都にある活断層についてコメントした後にMMDA により作成されたものであ

る。計画では地震発生時に活用可能な資源と役割を DCC メンバーと共同で活用するものである。

計画は、メトロ・マニラに影響を与える大規模地震によって引き起こされる死傷者や資産被害を

最小化することが目的である。

4 － 3　火山・地震学研究所（PHIVOLCS）の取り組み

大規模地震が発生した場合、PHIVOLCS は地震に関するマグニチュード、震央、深度及び強度

を国内の地震計ネットワークシステムより決定する。地震による被害状況は、通常PHIVOLCS に

報告され、地震速報にまとめられる。地震による被害が深刻な場合には、大統領は公式に発表す

るとともに、地震の状況判断がPHIVOLCS により行われる。同時に、PHIVOLCS はOCD（Office

of Civil Defense：民間防衛オフィス）と地震の影響を受けるDCC と連携して活動を進める。主な

活動は、情報交換であり PHIVOLCS の技術的アドバイスを受けて、災害対策のために市民を組織

化することが重要な活動となる。メディアは、災害及び被害状況について情報交換を支援し、不

安な社会を平穏にするために絶えず適切な情報を提供する。

強い地震が発生した場合の PHIVOLCS の対応は、具体的には以下のようになる。例えばマグニ
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チュード 5 以下の地震の場合、PHIVOLCS の主任地震研究員が対応し、事務所にいない場合、携

帯電話により連絡する。マグニチュード 5 以上の地震の場合には、必ずPHIVOLCS の所長に連絡

を入れ、地震の強度等について報告する。地震速報の報告方法は、最近ではFAX や PHIVOLCS の

Web ページによる方法になっている。地震学者は、OCD、DOST（Depar tment  Science  and

Technology：科学技術省）及び大統領府に地震速報を FAX することが義務づけられている。メ

ディア及び関係団体は、個々に PHIVOLCS に対して速報のコピーを要求できる。地震学者は、同

様に地震に関してラジオやテレビのインタビューに答える義務がある。PHIVOLCS は、主に技術

的なアドバイザーとしての活動が求められ、ハザードマップの作成や地震発生時のシナリオにつ

いて専門家としてアドバイスを行うこととなる。

4 － 4　その他組織の取り組み

コミュニティレベルでの防災は、1991 年の地方自治法に基づいて、バランガイが主体となって

実施している。具体的には、バランガイ・キャプテンを委員長とするバランガイ災害対策調整委

員会（BDDC）が設置されていて防災行政が進められている。中央（Central）、管区（regional）、州

（Provincial）、郡（Municipal）において組織される災害対策調整委員会は、BDCC を人的・物的・

技術的に支援することとなっている。しかし、災害対策調整委員会は、災害発生時には活性化す

るが、平常時には防災活動はあまり実施されない状況にある。

4 － 5　ドナー、NGO の取り組み

ドナーの防災関連援助活動は、国連関係（IBRD：世界銀行、NDP：国連開発計画、UNESCO：

ユネスコ、UNICEF：国連児童基金、WFP：国連世界食糧計画）、非国連関係（ADB：アジア開発

銀行、EU：ヨーロッパ連合）、二国間では日本、フランス、ドイツ、オランダ、ノールウェー、ス

ペイン、スイス、イギリスがある。地震関係では、1990 年のルソン地震、1994 年のミンドロ・オ

リエンタル地震（1994 年）などで援助を受けている。

我が国によるフィリピンに対する防災援助案件の特徴は、開発調査とその他の援助形態に分け

ると以下のようになる。開発調査は風水害と火山に集中しており、地震災害に関するものは現在

のところない。その他の援助形態での地震関係案件は、地震・火山観測網整備の予防案件の 1 件

である。

主な災害NGO として、PNRC、IANDR（Inter-Agency Network for Disaster Response：災害

対応機関ネットワーク）、CDRN（Citizen’s Disaster Response Network：市民災害対応ネットワー

ク）、CNDR（Corporate Network for Disaster Response：災害対応機関ネットワーク）などがあ

る。

フィリピン赤十字社は、国家災害対策調整委員会をはじめとする行政レベルにおけるDCC の正
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式メンバーとされている。災害発生時に、効果的、効率的に救援・復興サービスが提供できるよ

うに自らの組織強化を図り、運輸・交通手段の確保、通信網の整備、倉庫建設、人材育成に力を

入れる一方で、住民を対象とした防災教育訓練や意識啓蒙活動、緊急援助（救援物資の配布、行方

不明者の捜索、救助・救急サービスの提供など）、復興支援にあたる。PNRC は、これらの救援・

復興サービスに加えて、1994 年より新たな試みとして、コミュニティ総合防災計画策定プロジェ

クトを実施している。

IANDR は、1990 年のバギオ地震を契機として、NGO による効果的・効率的な災害救助活動を

実施することを目的として設立された災害関連のNGO ネットワークであり、現在、10 の全国規

模の災害NGO がそのメンバーとなっている。

CDRN は、メトロ・マニラ台風、マヨン火山噴火を機に、救援活動にかかわるNGO の間で、効

果的、効率的救援実施のために連携を図る必要性が認識され、1989 年、CDRC（Citizen’s Disaster

Response Center：市民災害対応センター）と14 のNGO 地方ネットワークがCDRN を結成し、現

在 16 の NGO 地方ネットワークがCDRN のメンバーとなって活動している。

CNDR は、1990 年のバギオ地震を機に、救援・復興活動を支援する企業の間でネットワークを

組織し、情報交換、協調体制を整備することが必要とのことで組織化されたものである。現在、29

の企業がそのメンバーとなり、1990 年代に数多く発生した自然災害に対し資金調達を行い、地方

の NGO と協力して救援物資の配布や仮設緊急避難所の建設、医療班の派遣などを行っている。

1993 年からは専従のスタッフを組織して救援活動のみならず、防災活動への活動を広げている。
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第 5 章　防災関連計画、法規と課題

5 － 1　防災関連法規の概要

フィリピンにおける防災関連の基本法としては、大統領令 1566「フィリピン災害対策強化並び

にコミュニティ防災体制に関する国家計画の策定（1978 年）」（PD1566）がこれにあたる。この大

統領令は、防災に対する中央政府、地方政府の役割を定めるほか、国家災害対策調整委員会

（NDCC）の設置、地方自治体の災害対策調整委員会（DCC）の設置、国家非常事態災害対策計画の

策定等が指示されている。また、この大統領令では、緊急時の指揮に関する責任は、その行政管

区に応じ州知事、市長、郡長及びバランガイ長にあること、管区レベルでの指揮が機能しなくなっ

た場合は、その管区レベルの中央政府事務所、若しくは大統領によって任命された公務員が指揮・

管理を行うこと、すべての政府関連の省・局・庁・組織は緊急事態における対応並びに行動に関

する計画を作成せねばならぬこと等が定められている。この基本法を我が国の災害対策基本法と

比較した場合、大きく異なるところはバランガイの重視である。我が国の基本法が都道府県並び

に市町村レベルでの役割が非常に大きく、それ以下のレベルについてはほとんど記載がないこと

に比べ、フィリピンにおいては大統領令 1566 のなかで、防災訓練はバランガイレベルでも実施さ

れる必要のあること、バランガイキャプテンにも災害時の指揮権、責任があること等が記載され

ている。

また、関連法規として、共和国法 7160（地方自治法 1991）、共和国法 8185（7160 の修正版）が

あり、このなかで、地方自治体の首長が防災対策を行うこと、地方立法府がそのために必要な手

段を講じることが示されており、これを受けて内務省自治省が地方災害対策調整委員会の設立と

その速やかな実施運営を各地方自治体に通達している。

表 5 － 1　フィリピン災害関連法規一覧表
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5 － 2　国家及び地域防災計画の概要

大統領令 1566 では国レベル、地方レベル、バランガイレベルでの防災計画の策定が定められて

いる。国家計画として「国家非常事態災害対策計画」が定められており、これは我が国の防災基本

計画にあたるものと考えられる。このなかでは想定できるすべての緊急事態における国家組織の

構成と責任を示しており、政府と民間部門の利用可能な防災資源を利用し、複合災害にも対処で

きるようになっている。また、地方自治体の職員の自助努力と相互扶助の精神を促進し、自立独

行の発展を図ることも特徴となっている。

「国家非常事態災害対策計画」の内容については、既存報告書（フィリピンプロジェクト形成調

査「防災」、平成 10 年 12 月参考）。また、この報告書のなかで、本災害対策計画の見直しのための

ワークショップが開かれたこと、改善点のリスト等が示されている。しかし、今回調査の聞き込

みのなか（MMDA、PHIVOLCS）では、「この見直し作業はほとんど進展しておらず、今後の具体

的な進展はあまり期待できない」とのことであった。

マニラ首都圏においては実効性のある総合防災計画は策定されていないが、地震に対しては1994

年に「マニラ首都圏地震防災計画」がマニラ首都圏災害対策調整委員会（MMDCC）により策定さ

れている。これは1991 年に PHIVOLCS が国家災害対策調整委員会（NDCC）に提出したマリキナ

断層（Valley Fault system）の危険性に関するレポートに対応したもので、マグニチュード 6.0 以

上の地震により建物の倒壊、津波、地盤の液状化、危険物の漏出、ライフラインの破壊に加え、熱

帯サイクロンが同時に襲来する可能性も考えている。

このなかで、具体的な施策としては、構造物対策として「既存構造物の検査と建替え」「新築構

造物の建築コード、消防コード準拠」「都市計画、改造計画の防災アセスメントの実施」があげら

れている。また、予防対策として、「市町レベル、バランガイレベルでの脆弱性解析、リスクアセ

スメントの実施」「地域防災協力プランの策定、データベースの充実」「災害対策調整委員会（DCC）

の訓練と装備充実」「防災組織の充実」等があげられている。また、これ以外に、緊急対応、復旧、

復興などが記されており、各項目に対して実行責任組織のマトリクス表が添付されている。

しかし、この計画書は全体でも 10 ページであり、具体的な行動に関する記載はわずか 4 ページ

である（それ以外は背景、目的、戦略等の記載である）。また、各項目に関する実施状況もほとん

ど把握されておらず、特に実施予定も立てられていない。今回、調査のなかでの聞き込みでは、本

JICA プロジェクトにおいて既存の「マニラ首都圏地震防災計画」を全面的に改訂、実効性のある

計画とすることが大きく期待されている。

マニラにおける 12 の市と 5 つの町ではそれぞれにDPP（Disaster Prevention Plan：災害予防

計画）が作成されているが、参考資料（収集資料 6 － 4）によるとこれらの大部分は、災害時にお

ける各メンバーの役割について法律に定められたフォーマットを埋めたもので、具体的な記載は

ないようである。しかし、同資料によると、マリキナ市及びムンティンルパ市は比較的よくでき
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た防災計画を有しており、またマラボン町は 1998 年にNDCC から、災害対応が最もよく準備され

ている町として認定されているとのことである。ただし、今回調査においてはこれらの市町での

調査は行われておらず実情は不明である。本格調査に際しては市町レベルの防災計画の実情を詳

細に調査する必要がある。

5 － 3　土木・建築構造物に対する法律・基準の概要

（1）法律・基準

1）全　般

フィリピンにおける建築法規としては、1972 年にRepublic Act No.6541 として制定され

たNBC（The National Building Code of The Philippines）がある。この法律制定は、1968

年の Casiguran 地震での被害が契機になっており、米国のUniform Building Code をベー

スとしている。

また、NBC の Chapter 12 General Design and Construction Requirements において、す

べての建物及び構造物の構造設計に関しては、ASEP（Association of Structural  Engi-

neers of the Philippines：フィリピン構造技術者協会）のNSCP（National Structural Code

of the Philippines）の規定に従うことが要求されている。

現行のNBC 本文は制定以来改訂が行われず、個別の各種実施規則、規定の追加で対応し

てきたが、本文について現在改訂作業中とのことである。また、NSCP については Vol. I

Tower and Other Vertical Structures, 5th Edition（2001）及び Vol. II Bridges, 2nd Edi-

tion（1997）が刊行されている。なお、現行の NSCP Vol. I における水平力は 1988 年版

Uniform Building Code ベースである。

DPWH（Department of Public Works  and Highways：公共事業道路省）によれば、1992

年の通達により、高速道路の設計は AASHTO（American Association of State Highway

and Transportation Officials：アメリカ高速道路運輸州管理協会）を適用することが要求

され、これにNSCP Vol. II の Section 21 Seismic Design で規定されたフィリピンの地震地

域係数を適用しているとのことである。また、1992 年以前の構造物については、順次耐震

補強を実施しているとのことである。

2）建築構造物に関する行政手続

NBC では建築物を新築、改築、あるいは変更等しようとする者は、各ローカルガバメン

トのBuilding Official からBuilding Permit を得る必要がある。この申請には工事概要、工

事場所の土地所有権あるいは借地権に関する文書、建物使用用途、概算工事費を記載した

申請書とともに工事の内容に応じて免許を有するエンジニアの署名のある図面、仕様書を

添付することが要求されている。具体的には
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・建築あるいは構造図には免許を有する建築家あるいはシビルエンジニア

・機械関係は登録のある機械エンジニア、電気関係は登録のある電気エンジニア、給排水

設備については免許のある衛生エンジニアまたは、配管エンジニアの署名が要求される。

申請を受けた Building Official は、申請書に基づき地域区分、土地利用、建物前面の並

びと地盤レベル、構造設計、給排水衛生、環境、電気・機械の安全性について、法令との適

合性を確認し、法令に合致する場合は建築許可を与える。なお、許可された計画、仕様は許

可なく変更することはできない。

建築許可を得た建物所有者は免許を有する建築家あるいはシビルエンジニアに工事管理

をさせなければならず、工事完了時には、工事管理を行った建築家、シビルエンジニアは

工事管理記録、及び工事が適切に行われたことを示す工事完了証明をBuilding Official に

提出しなければならない。Building official は現場検査及び工事完了証明を確認したのち、

使用許可証明を発行する。

マカティ市並びにパテロス町の Building Official あるいは担当エンジニアに対するヒア

リングによれば、建築許可に関する手続きは上記に従い実施されており、設計面での法令

不適合は建築許可に先立ち設計者に対し変更を指示すること、さらに施工段階での検査で

設計からの逸脱が認められた場合は修復指示を出すとのことであった。

以上のように行政当局は設計が法令に合致するかどうかを確認はするが、詳細設計、工

事仕様に関しては、設計者（エンジニア協会に登録されたエンジニア）の責任としており、

行政として標準的な工事仕様、詳細図を用意するようなことはしていない。

耐震設計に関しては高さ 7.5m 以上の建物については地震時水平力に対する設計が要求さ

れているとのことであるが、地震時の地盤の液状化等について特別な対策はとられていな

いのが通例のようである。ただし、設計に先立つボーリング調査、標準貫入試験等の地質

調査により、埋立地のように地質コンサルタントが地盤の水平抵抗が期待できないと判断

した場合は、構造エンジニアはその条件に基づき、地震時に地盤の水平抵抗が期待できな

いとして設計することが求められている。

以上は、建物所有者から正規の建築許可申請がなされた場合であり、マカティ市では平

均して週に 30 ～ 40 件の申請（新築、改築、大規模な模様替えを含む）があるとのことであ

るが、実態上は申請なしに、各所有者と設計者、施工会社の判断で工事がなされる建物（特

に小規模の低層建物）もかなりの数存在する様子であり、これらについては設計の妥当性に

ついてチェックがなされていない状態である。
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第 6 章　コミュニティ防災に関する現状と課題

フィリピンは市民社会レベルでの活動が、政治的な分野において社会的な分野でも活発な国で

あるといわれている。政治的には、マルコス政権を倒した people power が代表的なものであり、

社会的には各種のコミュニティで協同する様々な活動である。フィリピンにおけるコミュニティ

はバランガイが代表的なものであり、そのほかに、住宅所有者組合、カトリック教会の下位教区

などがある。バランガイは我が国の町内会に対比されるものであるが、フィリピンにおいては、バ

ランガイは任意団体ではなく、地方自治法に規定された最末端の地方議会政府であり、その議長

と議員は全国一斉のバランガイ選挙で選ばれる。また、活動財源は市又は町政府へ収納される不

動産税の 10％が充てられているほか、地区内の看板税等の課税権を有している。

現在マニラ首都圏には 1,890 か所のバランガイがあり、各種統計もこのバランガイレベルのも

のが発行されている（収集資料 38）。バランガイの規模は、大きなものから小さなものまで様々で

あり、一番大きなバランガイはケソン市のコモンウェルスバランガイで、ここは 2 万 6,000 世帯を

有している。最も小さなバランガイは、マニラ市エルミタの 669 番バランガイで、ここはわずか

に 9 世帯しかない。しかし、大部分のバランガイは数百世帯から 2,000 世帯程度であり、1 万世帯

以上あるいは数十世帯以下のバランガイは例外的なものである。

コミュニティレベルの防災体制として、BDCC（Barangay Disaster Coordinating Council：バ

ランガイ災害対策調整委員会）が組織されている。委員会のメンバーはバランガイの議員と住民

から選ばれた委員で構成され、災害時には予警報、避難を指示する機関となる。ただし、通常時

にはこの委員会は機能していないようであり、ハザードマップなどもバランガイレベルでは整備

されているところはなく、この委員会が避難訓練などを行うこともほとんどないとのことである。

市、町レベルの災害対策委員会としてLDCC（Local Disaster Coordinating Council：地域災害

対策調整委員会）が組織されている。収集資料、聞き込みによると、これらの委員会の活動には、

地域によって大きく差があり、いくつかのLDCC では地震災害を念頭に置いた防災訓練が実施さ

れているのに対し、ある LDCC では過去 5 年の間、ほとんど活動がなかったとされている。

バランガイの現状を把握するために、MMDA 近傍のバランガイにおいてバランガイキャプテン

のインタビューを実施した。このインタビューの結果は表 6 － 1（p.35）に示したが、これより分

かるように、バランガイにおける防災意識はかなり高く、かつ地震に対する備えの必要性も認識

している。特に、フィリピン各地の地震災害に対して、バランガイレベルでボランティアを募り、

救援活動と地震に対するレッスンを学んでいることは、このバランガイの防災に対する質の高さ

を示しているものと考えられる。ただ、具体的な防災活動という点では消防活動以外にはあまり

活発な活動はない。これは、収集資料 38 が指摘するように、「具体的な災害イメージがない」とい
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うことも大きな原因となっており、今回の JICA による調査が大きく期待されている。

コミュニティレベルの防災に関しては、フィリピン赤十字社が「コミュニティ総合防災計画策

定プロジェクト（CDPP）」を実施している。このプロジェクトは主として地方における洪水を対象

としたもので、GIS を利用した浸水予測図、避難経路図等を作成し、洪水時における避難訓練等

を実施している。また、図 6 － 1（p.36）のような啓蒙用冊子を作成し、広範囲に配布している。

フィリピン赤十字社での聞き込みによると、このプロジェクトはこれまで地方村落を対象として

いたが、今後、都市部においても同様プログラムを開始していくとのことであり、ケソン市のパ

ヤタス地域（人口 10 万人）が対象となっている。しかし、地方における防災と都市部における防

災は大きくその様相が異なっていること、赤十字社は技術者を抱えておらず、技術的側面は各地

域の役所のエンジニアの援助に頼っていること等の問題があり、JICA プロジェクトに大きく期待

しているとのことである。
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第 7 章　既存資料の状況と補足調査の必要性

7 － 1　自然条件関連資料

本格調査においては、ハザードマップの作成のために、下記の自然条件に関連する資料が必要

となる。

・想定地震発生源及び地震動解析に関する資料

・地震動の増幅特性設定に必要なマニラ首都圏の工学的地震基盤の深度分布及び沖積層の土質、

層厚、せん断波速度、密度等の物性値

（1）想定地震発生源及び地震動解析に関する資料

地震発生源と考えられるプレート境界及び内陸の活断層の諸元（位置、大きさ、変位量、活

動時期等）のうち、マニラ首都圏に最も近接するマリキナ断層を震源とする地震については、

PHIVOLCS の既往研究並びにUSGS との共同研究プロジェクトによるトレンチ調査結果があ

り、断層パラメータを設定することが可能であると判断される。その他のプレートの沈み込

み面、内陸の活断層については、歴史地震の大きさに基づく評価並びに既往の研究の補足調

査が必要である。

想定される地震による地震基盤での地震動の推定については、フィリピンでの観測記録に

基づき提案されている手法はないが、我が国の研究者によって提案されている各種手法、距

離減衰の考え方を適用することができると考えられる。

（2）地震動の増幅特性設定に必要なマニラ首都圏の工学的地震基盤深度分布及び沖積層の土質、

層厚、せん断波速度、密度等の物性値

本格調査において、マニラ首都圏全体のハザードマップ、リスクマップに基づき、バラン

ガイレベルでの防災計画を立案するためには、マニラ首都圏全域にわたって工学的地震基盤

（せん断波速度がおおむね 400m/sec）の深度分布及び表層地盤の物性値を適切に推定する必要

がある。

そのうち、中央台地部は溶結凝灰岩を主体とする Guadalupe 層が表層近くに存在している

と推定されるが、東西の低地は沖積層が厚く堆積し、かつ人口、建物が密集し、社会経済活

動も活発であるため、この部分の工学的基盤の深度分布及び表層地盤物性値を精度良く推定

することが被害推定のために必須である。

PHIVOLCS は東京工業大学、関東学院大学等との共同研究により、80 か所のボーリング

データから、マニラ湾沿岸部及びマリキナ低地の地質縦断面及びＮ値 50 の等深線を作成して
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いるが、PS 波速度、単位体積重量のデータは含まれておらず、マイクロゾーネーションのた

めの詳細な地震動解析ができない状態である。また、既存のボーリング調査データが少なく

かつ、一部特定地域に集中しているため、詳細な沖積層の厚さ分布がないことも本格調査に

当たっての問題となっている。

また、常時微動を利用した地盤の速度構造推定の試みもなされているが、今回の本格調査

の目的であるマイクロゾーネーションに適用できる精度とは考えにくい。

そのため、本格調査においては、既存の地質調査資料の収集に加えて、マニラ首都圏各地

で地質調査を実施することが必要と考えられる。

その際実施する調査としては、工学的地震基盤の深さを確認するためのボーリング（20 ～

60m）、PS 検層及び室内試験により、地盤振動解析モデルの設定に必要となる各種常数の算出

を行うことが考えられる。測定項目としては、Ｎ値、PS 波速度、表層地盤の粒度、比重、含

水比、単位体積重量、一軸圧縮試験などが考えられ、その結果は地盤種別の判定にも活用す

ることができる。

7 － 2　社会状況関連資料

フィリピンにおいては 2000 年 5 月に国勢調査が行われ、その集計は本年度 7 月に終了する予定

である。この国勢調査においては通常の調査（人種、障害者の有無、宗教含む）のほかにハウジン

グセンサスが行われ、1 軒ごとの家屋の状況が調査されている。この調査の項目は以下のとおりで

ある。

表 7 － 1　家屋調査の内容
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この国勢調査と同時にバランガイの状況についても調査が行われており、このなかで、学校、病

院の数、公園の有無、バランガイホールの有無、主要道路までのアクセス、通路のパターン、電

話の有無等が調査されている。

これらのセンサスデータは統計整理されたものが図書又はCD として出版されるほか、求めに応

じてデジタルデータとして入手することができる。これに係る費用はデータの数、整理の手間等

によって異なるが、おおむね CD1 枚当たり約 1 万ペソとのことである。

海外においては、センサスデータのうち、家屋データについては項目としてはあげられていて

も、実際には調べられていないことも多い。今回、実際に整理されたデータは見ることはできな

かったため、実際にどの程度のデータが収集されているか不明であるが、統計局の回答では「家

屋データについては 100% とはいわないが、かなりの部分が収集されている」とのことである。

また、通常はセンサス統計に現れない都市貧困層も、マニラの場合はスクオッターのうち約半

数がセンサスデータとして把握されているといわれている。統計局によると、「家賃を支払ってい

る約半数のスクオッターは国勢調査がなされているが、残りの半数は家賃を支払わない完全な不

法占拠者であり、一部を除いて国勢調査は行われていない。その実態については各市町がある程

度把握している」とのことである。

マニラの町は毅然としているように見えて、一定の区画ごとにはっきりとした区別のあること

が特徴である。さらに、マニラにおける貧困層、スラムについてはこれまで膨大な研究が行われ

ている。こうした研究結果並びに各市町の資料を参照しつつ、センサスデータをバランガイレベ

ルで整理すること、及び、補足的な現地踏査とインタビューを行うことにより解析に必要な社会

状況関連資料は整えることができるものと考える。

ライフラインに関しては、今回調査では資料の整備状況は不明である。MMDA ほかのインタ

ビューとこれまでに発表された資料では、電気、水道の供給地域並びに主要幹線の位置と構造

は比較的明確に分かるものの、支線については難しいと考えられる。また、ガスに関しては、管

路によってガスが供給されているのはごく一部の狭い地域のみであり、大部分の家屋はガスボン

べを使用しているとのことである。

病院、学校等の重要施設、石油精製施設等の危険施設については、MMDA が一覧表として資料

を保有している。マニラは比較的住所表示が明確になされている都市であり、一覧表を基に地図

上にこれらの施設を特定することは難しくない。ただ、一覧表に記載されているものは住所と概

要のみであり、これらの構造物の危険性判定にかかわる資料は現地踏査により確認する必要があ

る。
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7 － 3　地形図・GIS 関連資料

（1）空中写真

メトロ・マニラ全域を対象に撮影した同一スケールの空中写真は、1986 年撮影の縮尺 1/

25,000 のみである。そのほか、1995 ～ 1997 年に民間会社等による撮影があるが、撮影縮尺

は利用目的により異なっている。2000 年には、ケソン市全域を縮尺 1/8,000 で撮影している。

マニラの首都圏のうち、北西部を除く地域はほぼ全域が撮影されている。撮影はおおむね、

中心部が縮尺 1/12,500、北部が 1/25,000、南部が 1/25,000 である。しかし、これらの空中写

真は、①民間会社や他の目的により撮影された空中写真であることと、②様々な縮尺が入り

混じっており利用しにくいこと、③撮影後既に 5 ～ 7 年を経過していてマニラ首都圏の拡大

状況を考慮すると現状を反映しているとはいい難いことから新規に同一縮尺により撮影する

ことが必要である。その場合、後述の縮尺 1/5,000 レベルの地形図作成及び防災計画あるいは

都市計画立案を考慮すると撮影縮尺は 1/10,000 程度が望ましい。

撮影した空中写真の取り扱いについて、NAMRIA（National Mapping  and Resource In-

formation Authority：国土地理院）が撮影した写真の存在状況を管理している。空中写真の

利用については、必ずしも明確ではないが撮影した写真のネガ及び密着写真は国外持ち出し

などを禁じており、国外持ち出しなどを行う場合にはAFP（Armed Office of the Philippine：

フィリピン軍）から写真管理のための Secret Officer 2 名による写真の管理を行うことが義務

づけられている。ただし、現在では空中写真を高性能のスキャナーによりデジタル変換した

場合には、この限りではないとの判断もある。

（2）地形図

マニラ首都圏全域を対象にした地形図は、JICA の協力により作成した 1/10,000 の地形図で

ありその後全域を更新した経緯はない。この地形図は、NAMRIA が現在販売権を有し、1 枚

当たり 120 ペソにて誰でも入手可能である。図 7 － 3（p.44）に地形図の図郭割を示す。なお、

この地形図についてデジタルデータとしての提供はされていない。

NAMRIA は、1995 ～ 1997 年撮影の空中写真を用いてデジタル・マッピングを行っており、

中央部は1/5,000、北部は 1/10,000、南部は1/10,000 であるとしている。しかし、中央部は調

査地域の約 40％がデジタル化されているが、残り分については今後約 1 年以上かかるとのこ

とであった。北部及び南部についても全域ではなく、一部に限られるとの情報もあり、すべ

てがデジタル化されているかどうか明確ではない。

以上を考慮すると、空中写真撮影の新規撮影を行って、新たに 1/5,000 地形図を作成するこ

とが望ましい。
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（3）GIS

MMDA の GIS の利用は、MMUTIS（Metro Manila  Urban Transportat ion Integrat ion

Study：マニラ首都圏総合交通改善計画調査）と都市計画部門のGIS 利用であり、ソフトはArc

View、Arc Info、Map Info の 3 種類である。MMTIUS の GIS データベースは、道路情報用

とモニタリング用に分かれ、統計データはNSO（National Statistical Office：国際統計局）か

らのものが利用されている。一方、都市計画部門の GIS データベースの主なものは、各市町

からあがってくる土地利用図、及び都市計画図（現在 5 市のみ）とNSO の統計データを活用

して各種の解析を行っているが、データが古い（1986 年）ものや新しいものが混在した状態

であり、忠実に現状を把握しているとは言い難い状況にある。

PHIVOLCS におけるGIS の利用は、主題図のデジタル化による作業と統計データの利用に

限られていて、今後はオルソフォト（航空写真）や衛星データを活用して、画像処理などによ

るより効率的かつ客観的な処理による利用が望まれる。

今回、GIS はハザードマップあるいはリスクマップ作成に利用することになるが、想定され

るGIS データは表 7 － 2（p.45）に示すとおりである。
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第 8 章　本格調査の実施方針

8 － 1　調査の目的

（1）マニラ首都圏を対象とした地震防災対策計画を策定する。

（2）調査の実施を通じて、フィリピン側カウンターパート（実施機関はMMDA 及びPHIVOLCS）

への技術移転を行う。

8 － 2　調査対象地域

マニラ首都圏（636km2）を対象とする。

8 － 3　調査実施体制

フィリピン側実施機関はMMDA 及び PHIVOLCS である。また本調査実施にあたっては、調査

を効率的かつ円滑に実施するために、調査を運営面から監理するステアリングコミッティーと技

術面から監理するテクニカルコミッティーとが設立される予定である。

8 － 4　調査内容

＜第 1 年次＞

（1）国内事前準備

1）関係資料・情報の収集・整理・検討

事前調査団収集資料及び各種関連報告書、資料、情報等を収集・整理・分析し、第 1 次現

地調査での作業内容及び重点項目等を把握する。これらの資料・情報・文献等のうち、計画

策定に必要と思われる資料に係る収集資料リストを作成する。また、これらの資料・情報・

文献等に基づいて、特に以下の項目に関して全国レベルでの情報・データの分析を行う。

（ア）社会、経済状況

（イ）土地所有並びに利用状況

（ウ）自然状況

（エ）地震防災事業内容、問題、課題、組織、法制度等の現況（特に、組織並びに担当職員・

法制度・予算については実情について十分調査し、特に制約要因に関する考察を重視す

る。また，他のドナーの防災援助の実績とその効果について追跡する）

（オ）関連プロジェクトの概況（国家開発計画、各セクターの 5 か年開発計画等）

（カ）関連法制度等（日本の災害対策基本法を基準にして考察する）

（キ）その他
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2）調査の基本方針・内容・方法・技術移転計画等の検討

前頁「1）関連資料・情報の収集・整理・検討」結果に基づき、地震防災対策の計画目的と

計画目標を検討する。そのうえで技術面・運営面に関し、フィリピン側が強化すべき事項

を盛り込んだ調査の基本方針を決定し、具体的調査内容、方法及び技術移転の詳細を取り

まとめる。

3）インセプションレポートの作成

調査の基本方針、調査内容、方法、工程等を検討し、調査全般の作業項目及び作業分担等

を明示したインセプションレポートを作成する。インセプションレポートの内容は、以下

を基本とし、上述の調査結果も盛り込む。また、調査実施を通じてフィリピン側カウンター

パートに対して行う技術移転の分野、項目、内容、方法、時期等に関する技術移転計画を策

定し、インセプションレポートに掲載する。なお、同レポートの作成に際しては、具体的な

記載を心掛ける。

（ア）調査の背景、経緯

（イ）調査目的

（ウ）調査方針（技術面、運営面等）

（エ）調査内容と方法（作業項目、手法、工程等）

（オ）作業計画

（カ）調査団構成、各団員の役割等

（キ）カウンターパート（C/P）の配置

（ク）便宜供与依頼事項

（ケ）報告書（部数）

（コ）技術移転計画

（サ）附属資料（I/A、M/M 写）

（2）第 1 次現地調査

1）インセプションレポートの説明・協議

インセプションレポートをフィリピン側関係者に説明・協議し、本レポートの内容につ

いて、基本的な合意を得る。なお、先方に対する説明・協議に際しては、パワーポイント等

を活用して、効果的なプレゼンテーションを行い、フィリピン側関係者に十分な理解が得

られるよう工夫し、協議結果は議事録としてまとめる（以降の説明・協議においても同様と

する）。

2）ワークショップの開催

本ワークショップでは、本件調査の必要性、目的、内容等を、MMDA 及びPHIVOLCS の
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関係者のみならず中央政府、大学、NGO、他のドナー、報道機関を含む防災関係者に広く

説明し、理解を促す。また同時に、参加者からの意見聴取により各機関における防災の現

状及び問題点を把握する。ここで判明した事実は防災計画が現実に即したものとなるよう

調査に反映させる。なお、ワークショップに係る議題については、おおむね以下の内容を

含むものとする。

・本件調査の趣旨、調査項目及び内容

・地域防災等に係る事例紹介等

・防災計画の基本概念並びに作成手法

・フィリピン側の防災力評価

・防災に関する各方面からの意見の聴取

3）ウェブサイトの構築

本調査で得た現況データなどについての情報公開、各方面からの意見の聴取、ワーク

ショップ開催の紹介等を目的としてウェブサイトを構築する。このウェブサイトを通じて

防災意識の向上と地震防災に係る情報収集、意見交換が可能となるよう、専門家のみなら

ず一般の住民にも理解できるように表現、デザインに配慮する。本サイトの運営は、調査

中は調査団が中心となって行うこととするが、運営方法及びコンテンツ等については必ず

カウンターパート機関の同意を得る。サイトの更新は、最低限各レポートの提出前に行う。

また、調査終了後にカウンターパート機関が独自で運営できるよう十分な技術移転を行う。

なお、公開する情報については著作権の問題を十分に考慮し、カウンターパート機関とよ

く協議・調整を行う。

4）既存資料・データの追加収集・分析

国内準備作業にて行った資料収集・整理結果に基づき、必要な追加資料を入手するとと

もに、関係機関にてヒアリングを行い、計画策定に必要な情報を得る。資料の収集、整理、

分析の対象は、以下の項目を含むものとする。

ア．地形図

イ．航空写真、衛星画像

ウ．地質・地盤

エ．社会経済状況（人口、土地利用等）

オ．建物、インフラ、ライフライン等

カ．都市開発計画

キ．既存の防災計画

ク．情報伝達体制

ケ．地震履歴
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コ．活断層

サ．防災関連機関・法制度等

シ．フィリピン、MMDA 及び PHIVOLCS の防災力

ス．その他

5）現地踏査（マニラ首都圏内）

既存の資料及びデータを分析し、地震防災対策計画を策定するにあたり、不足している

調査内容について補足調査を行う。なお、踏査に際しては、自動車、徒歩のほか、ヘリコプ

ターを使用し、空中からの視察によりマニラ首都圏全域の概要を把握する。

6）現地踏査（マニラ首都圏外）

水道、電気に関しては首都圏外からの主幹線に関して現地踏査・資料収集を実施し、その

脆弱性を判定する。その判定の結果、これらの幹線が地震に対して脆弱であり首都圏の安

全性に問題があると判断された場合は以後の調査において、地質調査、地震解析等の対象

とする。

7）空中写真撮影

縮尺 1/5,000 地形図（デジタル地図）作成のために、首都圏全域を対象に縮尺 1/10,000 の

空中航空写真撮影を行う。撮影する空中写真は、後の空中三角測量やデジタルオルソフォ

トに対応できるよう、ラスター化（スキャナ入力）を行う。

空中写真撮影及びラスター化は、現地再委託とする。

8）脆弱性の把握と根本原因の概要分析

収集した既存資料並びに現地踏査の結果を基に、フィリピンの社会・自然状況を解析し、

地震災害に対するマニラ首都圏の脆弱性の把握とその根本原因を分析し、次項の対象コミュ

ニティ選定のための基礎資料とする。

9）社会現況調査を目的とした対象コミュニティの選定と社会現況調査

マニラ首都圏におけるコミュニティレベルの社会状況を網羅的に把握するため、既存資

料と現地踏査を参考に代表的なコミュニティ（バランガイ）を 10 か所程度選択し、地域住

民を対象としたインタビュー調査を実施する。サンプル数はローカルエンジニアが 2 人月

で調査可能な程度とし、調査項目は、組織－環境関係の分析の考え方に基づいて調査する。

「組織－環境関係」については、当事業団国際協力総合研修所平成 10 年 3 月「防災と開発に

関する基礎研究報告書」を参照する。

10）地質調査（現地再委託及び調査団実施）

収集された既存資料だけではカバーできないマニラ首都圏の地盤情報を得るために以下

の内容を基本とする地質調査を実施する。実施に際しては、ボーリング掘進、標準貫入試

験、乱さない試料採取、室内土質試験は現地再委託によるものとし、PS 検層並びにコーン
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貫入試験は調査団が国内より機材を持ち込み、現地コンサルタントを雇用して実施する。

表８－１　地質調査数量表

11）想定地震の設定

フィリピン並びに各国の大学・研究機関が実施した研究結果と既存資料に基づいてマニ

ラ首都圏に被害を及ぼすと予想される想定地震を数ケース設定する。

12）プログレスレポート 1

第 1 次現地調査開始から 4 か月を目処に、プログレスレポートを取りまとめ報告する。レ

ポートの内容は、以下のものを基本とする。

・空中写真（密着焼付け）

・地質調査結果

・地震応答解析に用いる想定地震

13）標定点測量

標定点測量は、後続の空中三角測量に必要な点をあらかじめ設定し、標定点の数と位置

は、空中写真撮影計画と既存の基準点の配置及び必要精度を考慮して決める。

標定点測量は現地再委託とする。

14）現地調査・写真判読

撮影した空中写真を用いて、MMDA と協議して決定する図式規定に基づき、現地調査を

行う。それぞれの地名、境界、行政名、行政界及び注記は、現地調査又は関係機関からの情

報収集によるもの。

現地調査・写真判読は現地再委託とする。

15）空中三角測量

空中三角測量は、自動空中三角測量を採用し、調整法はバンドル法を原則とする。空中三
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角測量は、現地再委託とする。

16）数値図化・編集

数値図化は、MMDA と協議のうえ決定した図式規定に基づき、地形、地物をデジタル的

に図化を行う。各モデル間では、必ずデータの接合を行う。数値図化後のデータ、現地調査

結果及び写真判読を利用して、デジタル的な編集を行い、縮尺 1/5,000 レベルの数値地図を

作成する。

数値図化・編集は、現地再委託を可とする。

17）オルソフォト作成

オルソフォトは、ラスター化した空中写真データ、自動空中三角測量成果及びDEM ある

いは TIN データを活用してオルソフォトデータを作成する。

オルソフォト作成は、現地再委託を可とする。

18）地盤解析・地盤モデルの作成

上記地質調査及びその他関係機関が所有している地質情報を収集整理し、マニラ首都圏

における地盤状況を解析する。その結果を基に、地震応答解析に用いる地盤モデルを作成

する。地質情報の収集整理は現地再委託により実施するものとする。再委託の作業量はロー

カルエンジニア 6 人月を目処とする。

19）建物現況調査

マニラにおける建築物パターンを類型化し、今回撮影された空中写真並びに既存の地図、

統計、補足的な現地踏査により、各バランガイにおける建築物パターンを想定する。また、

バランガイの面積が広い場合、またはバランガイのなかでも大きく建築物パターンが異な

る場合は、相当バランガイをより細分化して表現することとする。建築物パターン類型化

に際しては、後の解析に用いる被害関数との整合性を配慮する。なお、現地踏査並びに室

内における既存資料の解読は現地再委託により実施する。再委託作業量は現地踏査 2 人月

程度、室内作業 4 人月程度とする。

20）インフラ／ライフライン調査

既存の地図、統計、各種調査を基に道路、橋梁、港湾、空港、堤防、河川、公園、ライフ

ラインを特定し、位置的情報を把握するためのデータベースとする。このうち、橋梁に関

しては、現地再委託による現地調査を行い、橋梁諸元に関してもデータベース化する。現

地調査数量はローカルエンジニア 4 人月程度で調査可能な数量とする。橋梁以外の構造物

に関しては既存資料を基に、できる限り詳しくその構造、建設方法、時期、地盤改良の有無

等を把握する。

21）重要構造物、危険物施設分布調査

既存の地図、統計、各種調査を基に、重要構造物（政府中枢、病院、消防署、学校等）及
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び危険物（化学工場、石油精製施設等）の分布を特定し、位置的情報を把握するためのデー

タベースとする。このうち代表的なものについては、現地再委託による詳細調査並びに調

査団専門家による現地視察を行い、重要構造物の脆弱性、危険物施設の爆発・火災などの

潜在的危険性について判断するための資料とする。現地調査数量は、ローカルエンジニア

6 人月程度で調査可能な数量とする。

22）マニラ全域GIS データベースの構築

NAMRIA 所有の 1/10,000 縮尺の地図を利用し、現地再委託により以下の内容を含むマニ

ラ全域のハザードマップ等作成のために GIS データベースを構築する。

・地形区分、標高区分、地質区分、沖積層等厚線

・道路網、ライフライン（水道、電気、電話ほか）

・重要構造物（政府中枢、病院、消防署、学校）、危険物分布

・総人口、人口（男）、人口（女）、老年人口、若年人口、人口密度

・所帯数、平均所得、空き地率

・建物パターン区分

23）地震応答解析

上記、地盤モデルを用い、想定した地震について地震応答解析を実施し、地表面加速度、

卓越周波数を算定する。

24）ハザードマップ作成

上記地震応答解析の結果及びGIS を利用してハザードマップを作成する。記載するハザー

ドは地表面加速度、震度、液状化危険度、斜面崩壊危険度及び津波等とする。

（3）第 2 次国内作業

1）インテリムレポートの作成

第 1 次現地調査の内容及び検討結果、並びに技術移転の実施状況及び達成度・成果をイン

テリムレポートとして取りまとめる。

＜第 2 年次＞

（4）第 2 次現地調査

1）インテリムレポートの提出・協議

第 2 次国内作業で作成したインテリムレポートをフィリピン側に提出し、説明・協議を行

い、先方の合意を得る。

2）ワークショップの開催

インテリムレポートの結果を関係者に周知させること並びに一般住民に注意を喚起する
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ことを目的としてワークショップを開催する。ワークショップは防災関係者（政府機関、

NGO、他のドナー、報道機関等）を対象としたもの、及び広くバランガイキャプテン、一般

住民を対象としたものと 2 回に分けて開催する。参加人数はおおむねそれぞれ 100 名程度

とする。ワークショップにかかる議題は主に第 1 次現地調査で実施したハザード想定の結

果、予想される被害の概要報告並びに参加者からの意見の聴取とする。

なおワークショップは、カウンターパート機関が主体となって実施し、調査団はこれを

補佐するものとする。

3）脆弱性評価マップ作成

応答解析によって得られた加速度又は震度を基に地震被害を予測し、GIS を利用して脆弱

性評価マップとして表現する。予測するリスクは、人的被害、建物被害、道路・橋梁被害、

ライフライン被害、港湾・空港被害、火災（発火、延焼）、重要構造物被害、危険物被害等

とする。

4）被害想定、被害シナリオの策定

第 1 次現地調査で実施したハザードマップ、脆弱性評価マップを基に、過去の他地域の事

例をも参照して実際に予想される被害を想定し、被害シナリオを策定する。シナリオは、物

理的な被害と同時に、政府中枢、地方政府、MMDA、バランガイキャプテン、一般住民等

の想定される行動、必要な行動を時系列で表現し、具体的で分かりやすいものとする。ま

た、デルファイ法等のシナリオライティング技法を用いできるだけ客観的なシナリオを策

定する。

5）防災計画の提言

施設構造物等（政府機関、病院、消防署、学校等）の安全化、地震火災の防止、震災予防

社会システム、地震被害を小さくするための都市計画について、現状を踏まえ全体計画並

びに緊急に整備を要する事項について具体的な提言を行う。計画立案に際しては、フィリ

ピンの現状を踏まえつつ実現性のある提言を行う。

6）災害応急対策の提言

応急体制、情報の収集・伝達、相互応援、消防・危険物対策、水防・津波対策、避難、警

備・交通規制、緊急輸送、救助・救援、医療救護、生活必需品の供給、遺体の取り扱い、ゴ

ミ・し尿・瓦礫処理、応急住宅等の対策について提言する。計画立案に際しては、フィリピ

ンの現状を踏まえつつ実現性のある提言を行う。特に、これまでの調査で明らかにしてき

たフィリピンの防災力に十分留意し、フィリピン独自で可能なことと不可能なことを区分

する。

7）復旧・復興計画の提言

ライフライン、公共施設、住宅等の復旧並びに復興の計画について提言を行う。計画立案
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に際しては、フィリピンの現状を踏まえつつ実現性のある提言を行う。特に、これまでの

調査で明らかにしてきたフィリピンの防災力に十分留意し、フィリピン独自で可能なこと

と不可能なことを区分する。

8）防災のための組織・制度の提言

上記の各計画に基づき、地震災害を低減するための組織・制度、並びに各計画における各

組織の役割について提言する。提言に際しては、フィリピンの現状を踏まえつつ実現性の

ある提言を行う。

9）コミュニティレベルの防災計画策定（その 1）

ア）コミュニティレベルの防災計画策定を行う対象コミュニティの選定

予想される被害、マニラ首都圏におけるコミュニティの重み、カテゴリー、成果の社会

的な影響力等を勘案し、コミュニティレベルの防災計画策定を行う対象コミュニティを

3 か所程度選定する。

イ）対象コミュニティの建物・インフラ調査

現地再委託により対象コミュニティの建物、インフラを個別に調査し、解析及び防災計

画策定の基礎資料とする。

ウ）対象コミュニティの社会現況調査

インタビュー調査により対象コミュニティの社会現況を脆弱性とその根本原因並びに

組織－環境関係の概念を基に調査し、以下の解析の基礎資料とする。調査の実施は現地再

委託とする。

エ）対象コミュニティのGIS データベース構築

上記で得られた構造物の状況（形状、種別等）、社会インフラ現況（道路、電気、通信等）

をGIS に入力し、マニラ首都圏全域のGIS ではとらえられなかった個々のコミュニティ

に関する情報を詳細にデータベース化する。GIS データの入力は現地再委託とする。

オ）対象コミュニティの防災マップ作成

対象コミュニティに対し、GIS を活用してリスクマップ（被害予測地図）、リソースマッ

プ（消火栓、避難公園等、防災に利用できるリソースの地図）を 1/5,000 縮尺地図を基図

として作成する。作業に際しては、地域の防災情報を反映すると同時に、一般住民にも分

かりやすい地図となるよう、できる限り地域住民との共同作業の下で地図を作成する。

10）プログレスレポートの作成

第 2 次現地調査開始から 3 か月を目処に、プログレスレポートを取りまとめ報告する。レ

ポートの内容は、以下のものを基本とする。

・被害想定の概要、脆弱性マップの紹介

・防災計画策定の方針、進行状況
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・対象コミュニティの概要

・技術移転の実施状況及びこれまでの達成度・成果

11）コミュニティレベルの防災計画策定（その 2）

ア）コミュニティレベルでの防災計画の提言

以上のことを踏まえ、対象コミュニティにおける災害予防及び災害応急対応に関する

計画を提言する。計画は簡潔、明快で実効性のあるものとなるよう、できる限り地域住民

との共同作業の下で計画を作成する（ここでいう災害予防とは、被害抑止と被害軽減の両

方を意味し、それぞれの能力を増大させることを含む。応急対応とは被害が発生した直

後の自助能力による対応のことを指す）。

その際、まず現実性のある災害シナリオを作成したうえで、右に基づく計画を策定する。

災害シナリオは、対象コミュニティを中心とした周辺関連地域を含む地域において、深

夜・昼間・朝食・夕食時等の時間帯を設定して作成する。

イ）コミュニティレベルの防災教育・訓練の実施

策定された防災マップ、防災計画を用いて計画の実現に資する啓発、教育、訓練用の教

材、広報用材料を作成し、対象コミュニティにおいて防災教育、訓練を実施する。教育、

訓練に際しては単なる避難訓練に終らせてはならない。そのために、まず、11）ア）にて

作成したシナリオを基に、コミュニティにおける問題点を把握し、その解決手段の検討・

分析を行い、これに基づいた防災教育・訓練を行う。なお実施に際しては、各地で実施さ

れている教育・訓練手法も参考にして実効性のあるものとする。また、ここで得られた住

民の行動、反応等を分析し、マニラ首都圏防災計画及びコミュニティレベルの防災計画

に反映する。

なお、防災教育及び訓練については、フィリピンカウンターパート機関が主体となって

実施することとし、調査団はこれを補佐する。

12）防災ポスターの作成と配布、掲示

地震防災に関する注意喚起並びに技術移転セミナーの広報を目的として防災ポスターを

作成し、カウンターパートを通じて配布・掲示する。ポスターの内容は、ここまでの調査結

果に基づき、マニラ首都圏における地震被害削減のために最も重要な事項を簡潔に表現し

たものとする。ポスターの種類は 3 種類程度、枚数は各 2,000 枚程度とする。

（5）第 3 次国内作業

1）ドラフトファイナルレポートの作成

すべての調査結果並びに技術移転達成度を取りまとめ、ドラフトファイナルレポートを

作成する。なお、作成にあたっては、第 2 次現地調査開始時のインテリムレポート協議で、
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フィリピン側からコメントを受けた部分についても、修正・加筆し、反映させる。

2）技術移転セミナーの準備

第 3 次現地調査時に開催予定の技術移転セミナーについて、テキスト作成及び発表方法

の検討を行い、準備する。なお、技術移転セミナーの内容、方法等については、第 1 次現地

調査中に、カウンターパート機関と十分検討を行う。

（6）第 3 次現地作業

1）ドラフトファイナルレポートの提出・説明・協議

ドラフトファイナルレポートにおいて調査結果全体を取りまとめ、総合評価・提言を明

確に打ち出し、フィリピン側に提出・説明・協議を行い、合意を得る。また、その修正内容

を確認する。

2）技術移転セミナーの開催

ドラフトファイナルレポート説明時に、その内容について 2 回の技術移転セミナーを開

催する。1 回目のセミナーは防災関係者（政府機関、企業、NGO、他のドナー、報道機関）

を対象とし、技術的な背景と被害想定・防災計画を中心にセミナーを実施する。2 回目のセ

ミナーは広くバランガイキャプテン、一般住民を対象とし、コミュニティ防災を中心とし

たセミナーとする。参加人数は防災担当者向け 100 名程度、一般向け 200 名程度を想定す

る。セミナー開催に際してはパンフレットを作成することとし、部数は防災担当者向け（A4

サイズ 12 ページ）500 部、一般向け（A4 サイズ両面印刷）1,000 部を目処とする。

（7）第 4 次国内作業

1）ファイナルレポートの作成

フィリピン側より提出されたドラフトファイナルレポートに対するコメントを踏まえ、必

要に応じ加筆・修正を加え、ファイナルレポートを作成、印刷、製本する。

8 － 5　調査工程

調査工程は、平成 14 年 7 月下旬から開始し、約 21 か月後の終了を目処とする。全体の調査工

程と各報告書の作成時期は次のとおりである。
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IC/R: インセプションレポート
P/R 1: プログレスレポート 1
IT/R: インテリムレポート
P/R 2: プログレスレポート 2
DF/R: ドラフトファイナルレポート
F/R: ファイナルレポート

8 － 6　調査分野

本調査には、下記の分野を担当する団員を参加させることを基本とする。

ア　総括／防災計画

イ　副総括／地盤・地震防災

ウ　地震・津波

エ　ボーリング・物理探査

オ　構造物被害・耐震基準

カ　ライフライン・都市計画

キ　防火・危険物対策

ク　コミュニティ防災

ケ　組織制度

コ　災害救援・災害医療

サ　地形図

シ　GIS 防災情報

8 － 7　調査実施上の留意点

（1）フィリピン側カウンターパート機関について

本開発調査のカウンターパート機関は 2 機関（MMDA 及び PHIVOLCS）である。調査実施

にあたっては、両機関の所掌範囲・能力及び地震防災計画にて担うべき役割に留意し、両者
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が機能的かつ緊密に連携できるよう配慮する。そのために、調査ではまず過去の災害対応や

現況を分析し、その結果から両者の能力と動員可能な資源量、及びフィリピンの総合的な防

災力を判定する。

（2）関連プロジェクト

1）EqTAP プロジェクト

EqTAP プロジェクトとは、文部科学省科学技術振興調整費による多国間型国際共同研究

「アジア・太平洋地域に適した地震・津波災害軽減技術の開発とその体系化に関する研究

（Development of Earthquake and Tsunami Disaster Mitigation Technologies and Their

Integration for the Asia-Pacific Region）」のことであり、その目的はアジア・太平洋地域

を対象とした地震・津波対策マスタープランの策定手法の開発にある。現在、そのケース

スタディがマニラ首都圏で行われている。

EqTAP プロジェクトが対象とする研究内容は本調査にとって極めて有用であり、対象地

域、カウンターパート機関もほぼ同一である。このため本調査では、EqTAP プロジェクト

と情報交換を行うことで、調査項目の重複を避けるとともに、内容の整合性を保つことで、

より効果的な結果を導くことをめざす。EqTAP プロジェクトの調査結果及び開発された手

法等については、本調査に有用なものを適宜に取り込んでいく。

なお、本調査では、EqTAP 以外にマニラ首都圏で蓄積されてきた過去の研究の成果につ

いても、調査分析のうえ適宜活用する。

2）開発調査「パシグ・マリキナ川橋梁改善計画調査」

本調査の内容が、今年度実施予定である「パシグ・マリキナ川橋梁改善計画調査」で策定

される計画と、整合性を保つよう留意する。

（3）カウンターパートへの技術移転

調査終了後もフィリピン側で、本計画が継続して活用されるためには、地震防災に係る技

術がフィリピン側カウンターパートに対し適切に移転されなければならない。本格調査の目

的の 1 つでもあるカウンターパートへの技術移転は、調査の重点項目と位置づけて、到達目

標、実施方法を適切に設定し実施する必要がある。

また、調査期間を通じて提出されるレポートでは、技術移転の課題、実施状況並びにそれ

までの技術移転に係る成果・達成度についても記述する。

（4）マニラ首都圏全域を対象とした防災計画

本調査で策定されたマニラ首都圏全域の防災計画が将来の震災時に活用されるためには、本
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計画に係る防災活動が、調査終了後もフィリピン側で独自に、継続して実施されなければな

らない。しかし、一般的に、実際に起こっていない災害に対し、その対策の継続的な実行を

確保していくことは、非常に困難であると想定される。そのため本調査ではフィリピン側が、

調査終了後も独自にしかも持続的に本防災対策を活用できる仕組みを提案する必要がある。

また、防災計画策定の際にはフィリピン側が、所有する資機材（当調査及び無償資金協力

「地震・火山観測網整備計画」で調達する資機材を含む）を防災計画に有効に活用できるよう

配慮する。

（5）コミュニティレベルの防災対策（本調査で行う「コミュニティレベルの防災対策」とは、コ

ミュニティ社会において実施される災害に対する予防策及び緊急応急対策と定義する）

コミュニティレベルの防災対策も（4）と同様の理由により、調査終了後の実践性を確保す

ることが難しいことが想定される。そのため本調査では、フィリピン側が自立的に継続して

実施できるよう配慮した防災対策を提案をする。その際には、フィリピンの現実を踏まえた

うえで、カウンターパート機関及びバランガイ（フィリピンの最小行政単位）が担うべき役割

についても、実現可能な内容の提案を行う。

また、防災対策を現実的で実効性の高いものとするために、選定されたバランガイの社会

科学的な背景については十分留意して防災対策を検討する。なお、コミュニティレベルの防

災対策の対象として選定されたバランガイに防災訓練・教育の経験がある場合には、その経

験を十分に生かせるよう配慮する。

（6）国家のトップレベルの関与

フィリピンの首都マニラで地震が発生した場合、その被害が全国に及ぶことは容易に想像

できる。加えて、最悪の事態として、国家統治機能が麻痺することも考え得る。このような

事態に対応するため、調査の計画策定時から大統領府等国家のトップレベルから積極的な関

与を得られるようフィリピン側カウンターパートに働きかける必要があるため、本調査のス

テアリングコミッティーのメンバーに PMS（Presidential Management Staff）を加えた。ま

た、フィリピンにおける災害時対応能力は、ピナツボ噴火時の災害事例に見られるように、国

家トップの指揮下で実施された場合に非常に高かったということがいえる。このため、大統

領府をマニラ首都圏全体を対象とした防災計画に組み込むことが非常に望ましく、そのため

の方法、仕組みについて本調査で提案する。

（7）防災対策への社会学的・人類学的視点の導入

防災対策を、より有効に機能させるためには、地域性を考慮する必要がある。そのため、本
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格調査で得られた結果は、単に技術的観点からの分析にとどまらず、社会学的・人類学的観

点から分析を行い、防災対策に反映させる。

（8）作業工程について

本調査では 1/5,000 縮尺の地図を作成することとしているが、本地図の完成には時間を要す

るため、以下の点に留意し作業工程を作成する。

1）マニラ首都圏全域の防災対策については、作業工程上 1/5,000 縮尺の地図を活用すること

は困難であると想定されるため、NAMRIA 所有の既存 1/10,000 縮尺の地図を活用する。

ただし、マニラ首都圏全域の 1/5,000 縮尺の地図作成が完了後、すべてのGIS 情報の基図

を 1/5,000 縮尺の地図に更新する。

2）コミュニティレベルの防災対策については、本調査で作成する 1/5,000 縮尺の地図を基図

とする地震防災対策の基図として使用する。ただし、地図作成にあたっては、コミュニティ

レベルの防災対策対象エリアから優先的に作成し、防災対策策定に支障がないよう配慮する。

（9）GIS に組み込む情報の範囲

本調査においてGIS が作成されることとなっているが、今回の本格調査の目的は「地震防

災対策計画」マスタープランの策定であるため、GIS に組み込む情報は基本的に地震防災に関

するものに限る。

（10）GIS の技術移転について

今回のGIS を活用したハザード及びリスク評価は、主としてマニラ首都圏における現時点

での自然条件や社会条件に対する評価であり、今後の首都圏の急激な状況変化に応じてデー

タ更新や評価基準の見直しなどを図っていく必要がある。その場合、GIS 担当技術者は単に

GIS データベースを構築するだけでなく、多岐にわたる分野の技術者のインターフェースと

しての役割を果たす必要がある。したがって、GIS に係る技術移転内容は、ハザードやリスク

評価手法、評価結果の効果的な公開方法、多分野の技術者との協同作業方法などを含む。
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